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議案第７５号 

目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例の一部を改正する

条例 

上記の議案を提出する。 

令和５年１１月２１日 

提出者 目黒区長  青   木   英   二 

 

目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例の一部を改正する

条例 

目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例（平成２７年３月目黒

区条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

 １ 保育標準時間  

各月初日の教育・保育給付認定 利用者負担額 

（月額） 子どもの属する世帯の階層区分 

階層 

区分 

定義 ３歳未

満 児 

３歳以

上 児 

   円  円 

Ａ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護       

世帯（単給世帯を含む。）及び中国残留邦人等の円滑な 

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定 

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０ 

号）による支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促 

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改 

正する法律（平成１９年法律第１２７号）による支援給 

付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国 
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後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平 

成２５年法律第１０６号）によりなお従前の例によるこ 

ととされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な 

帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に 

よる支援給付を含む。）を受けている者の属する世帯（ 

以下「被保護世帯等」という。）並びに教育・保育給付 

 認定保護者が児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童養育事業 

を行う者及び同法第６条の４に規定する里親である世帯 

（以下「里親世帯等」という。） 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Ｂ Ａ階層を除き当該年度分の区市町村民税非課税世帯 0 0 

Ｃ１ Ａ階層を除 

き当該年度 

分の区市町 

村民税のう 

ち均等割の 

みの世帯 

ひとり親等世帯 950 0 

ひとり親等世帯以外の世帯   

   

   

   

 1,900 0 

Ｃ２ Ａ階層を除 

き当該年度 

分の区市町 

村民税のう 

ち所得割課 

税額が0円 

以外の世帯 

当該年度分の区市町村民

税のうち所得割課税額が

30,000円未満の世帯 

ひとり親等世帯 1,150 0 

ひとり親等世帯 

以外の世帯 

 

2,300 

 

0 

Ｃ３ 当該年度分の区市町村民

税のうち所得割課税額が

30,000円以上45,000円未

満の世帯 

ひとり親等世帯 1,500 0 

ひとり親等世帯 

以外の世帯 

 

  

 

0 3,000 

Ｄ１  当該年度分の区市町村民

税のうち所得割課税額が

45,000円以上60,000円未

ひとり親等世帯 3,350 0 

  ひとり親等世帯 

以外の世帯 
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  満の世帯  6,700 0 

Ｄ２  当該年度分の区市町村民

税のうち所得割課税額が

60,000円以上75,000円未

満の世帯 

ひとり親等世帯 4,150 0 

  ひとり親等世帯 

以外の世帯 

  

   8,300 0 

Ｄ３  当該年度分の区市町村民

税のうち所得割課税額が

75,000円以上90,000円未

満の世帯 

ひとり親等世帯 

（当該年度分の 

区市町村民税の 

うち所得割課税 

額が77,101円未 

満のものに限る 

。） 

 

 

 

 

 

 

4,700 

 

 

 

 

 

 

0 

 ひとり親等世帯 

（当該年度分の 

区市町村民税の 

うち所得割課税 

額が77,101円以 

上のものに限る 

。）及びひとり 

親等世帯以外の 

  

  世帯 9,400 0 

Ｄ４  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が90,000円以上125,000円未満の世帯 

 

15,600 

 

0   

Ｄ５  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が125,000円以上160,000円未満の世帯 

 

19,500 

 

0  

Ｄ６  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が160,000円以上195,000円未満の世帯 

 

 

 

21,900 

 

0   
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Ｄ７  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が195,000円以上220,000円未満の世帯 

  

  24,600 0 

Ｄ８  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が220,000円以上245,000円未満の世帯 

  

  26,800 0 

Ｄ９  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が245,000円以上270,000円未満の世帯 

  

  29,400 0 

Ｄ10  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が270,000円以上295,000円未満の世帯 

  

  31,700 0 

Ｄ11  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が295,000円以上320,000円未満の世帯 

  

  34,200 0 

Ｄ12  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が320,000円以上345,000円未満の世帯 

  

  36,700 0 

 Ｄ13  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が345,000円以上360,000円未満の世帯 

  

  39,300 0 

Ｄ14  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が360,000円以上375,000円未満の世帯 

  

  41,700 0 

Ｄ15  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が375,000円以上390,000円未満の世帯 

  

  44,000 0 

Ｄ16  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が390,000円以上405,000円未満の世帯 

  

  45,600 0 

Ｄ17  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が405,000円以上420,000円未満の世帯 

  

  47,500 0 

Ｄ18  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が420,000円以上470,000円未満の世帯 

  

  52,400 0 

Ｄ19  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が470,000円以上520,000円未満の世帯 

  

  58,900 0 

Ｄ20  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課   
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  税額が520,000円以上570,000円未満の世帯 65,900 0 

Ｄ21  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が570,000円以上735,000円未満の世帯 

  

  71,900 0 

Ｄ22  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が735,000円以上900,000円未満の世帯 

  

  73,800 0 

Ｄ23  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が900,000円以上1,100,000円未満の世

帯 

  

   

75,000 

 

0 

Ｄ24  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が1,100,000円以上1,300,000円未満の

世帯 

  

   

76,300 

 

0  

Ｄ25  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が1,300,000円以上の世帯 

  

  77,500 0 

 ２ 保育短時間 

各月初日の教育・保育給付認定 利用者負担額 

（月額） 子どもの属する世帯の階層区分 

階層 

区分 

定義 ３歳未

満 児 

３歳以

上 児 

  円 円 

Ａ 被保護世帯等及び里親世帯等 0 0 

Ｂ Ａ階層を除き当該年度分の区市町村民税非課税世帯 0 0 

Ｃ１ Ａ階層を除

き当該年度

分の区市町

村民税のう

ち均等割の

みの世帯 

ひとり親等世帯 950 0 

ひとり親等世帯以外の世帯  

 

 

 

1,900 

 

 

 

 

0 
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Ｃ２ Ａ階層を除 当該年度分の区市町村民 ひとり親等世帯 1,150 0 

 き当該年度

分の区市町

村民税のう 

ち所得割課

税額が0円 

以外の世帯 

税のうち所得割課税額が

30,000円未満の世帯 

ひとり親等世帯   

以外の世帯 2,300 0 

Ｃ３ 当該年度分の区市町村民

税のうち所得割課税額が

30,000円以上45,000円未

満の世帯 

ひとり親等世帯 1,500 0 

ひとり親等世帯 

以外の世帯 

 

  

 

0 3,000 

Ｄ１  当該年度分の区市町村民

税のうち所得割課税額が

45,000円以上60,000円未

満の世帯 

ひとり親等世帯 3,300 0 

  ひとり親等世帯 

以外の世帯 

  

   6,600 0 

Ｄ２  当該年度分の区市町村民

税のうち所得割課税額が

60,000円以上75,000円未

満の世帯 

ひとり親等世帯 4,100 0 

  ひとり親等世帯 

以外の世帯 

  

   8,200 0 

Ｄ３  当該年度分の区市町村民

税のうち所得割課税額が

75,000円以上90,000円未

満の世帯 

ひとり親等世帯 

（当該年度分の 

区市町村民税の 

うち所得割課税 

額が77,101円未 

満のものに限る 

。） 

 

 

 

 

 

 

4,650 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

ひとり親等世帯 

（当該年度分の 

区市町村民税の 

うち所得割課税 

額が77,101円以 

  



 

－ 7 － 

上のものに限る 

。）及びひとり 

親等世帯以外の 

  世帯 9,300 0 

Ｄ４  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が90,000円以上125,000円未満の世帯 

 

15,400 

 

0   

Ｄ５  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が125,000円以上160,000円未満の世帯 

 

19,200 

 

0  

Ｄ６  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が160,000円以上195,000円未満の世帯 

 

21,600 

 

0   

Ｄ７  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が195,000円以上220,000円未満の世帯 

  

  24,200 0 

Ｄ８  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が220,000円以上245,000円未満の世帯 

  

  26,500 0 

Ｄ９  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が245,000円以上270,000円未満の世帯 

  

  28,900 0 

Ｄ10  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が270,000円以上295,000円未満の世帯 

  

  31,200 0 

Ｄ11  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が295,000円以上320,000円未満の世帯 

  

  33,700 0 

Ｄ12  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が320,000円以上345,000円未満の世帯 

  

  36,100 0 

 Ｄ13  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が345,000円以上360,000円未満の世帯 

  

  38,600 0 

Ｄ14  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が360,000円以上375,000円未満の世帯 

  

  41,000 0 

Ｄ15  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課   
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  税額が375,000円以上390,000円未満の世帯 43,400 0 

Ｄ16  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が390,000円以上405,000円未満の世帯 

  

  44,800 0 

Ｄ17  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が405,000円以上420,000円未満の世帯 

  

  46,700 0 

Ｄ18  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が420,000円以上470,000円未満の世帯 

  

  51,500 0 

Ｄ19  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が470,000円以上520,000円未満の世帯 

  

  58,000 0 

Ｄ20  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が520,000円以上570,000円未満の世帯 

  

  64,800 0 

Ｄ21  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が570,000円以上735,000円未満の世帯 

  

  70,700 0 

Ｄ22  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が735,000円以上900,000円未満の世帯 

  

  72,500 0 

Ｄ23  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が900,000円以上1,100,000円未満の世

帯 

  

    

  73,800 0 

Ｄ24  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が1,100,000円以上1,300,000円未満の

世帯 

 

 

75,100 

 

 

0 

 

Ｄ25  当該年度分の区市町村民税のうち所得割課

税額が1,300,000円以上の世帯 

  

  76,200 0 

  注１ 年齢の区分は、特定教育・保育（保育に限る。）、特定地域型保育

又は特定利用地域型保育を利用した年度の初日の前日における教育・

保育給付認定子どもの満年齢による。 

２ この表において「均等割」とは、地方税法第２９２条第１項第１号
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に規定する均等割をいう。 

３ 地方税法第３２３条の規定による区市町村民税の減額があった場合

には、その額を所得割課税額又は均等割の額から順次控除して得た額

を所得割課税額又は均等割の額とする。 

４ ４月から８月までの月分の利用者負担額に係るこの表の適用につい

ては、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。 

５ 月の中途において特定教育・保育（保育に限る。）、特定地域型保

育又は特定利用地域型保育の利用を開始し、又は終了した場合の利用

者負担額は、日割により計算した額とする。ただし、区長が必要があ

ると認めるときは、この限りでない。 

付 則 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める

条例別表第１の規定は、令和６年１月以後の月分の利用者負担額について適

用し、令和５年１２月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例

による。 

 

（説明） 保育所等の利用者負担額のうち給食費相当額を減額するため、条例

改正の必要を認め、この案を提出します。 


